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平成27年６月橋本市議会定例会会議録（第３号）その６ 

平成27年６月23日（火） 

                                           

                                           

（午後２時40分 再開） 

○議長（中本正人君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番12、18番 土井君。 

〔18番（土井裕美子君）登壇〕 

○18番（土井裕美子君）ただ今、議長のお許

しをいただきましたので、一般質問を始めさ

せていただきます。 

 まず、１項目めの質問は、地域包括支援シ

ステムの構築についてＮｏ．２でございます。 

 私は昨年の９月議会でも、この問題につい

て取り上げをさせていただきましたが、全て

の団塊の世代が75歳以上になるといわれてい

る2025年を見据え、医療、介護、予防、住ま

い、生活支援を一体的に提供する地域包括支

援システムの構築は、今、注目を浴びており

ます地方創生とともに、本市においても重要

な課題であり、また、このたびは、第６期の

橋本さわやか長寿プラン21橋本市高齢者保健

福祉計画及び介護保険事業計画の平成27年～

平成29年度版が策定されましたので、今回は

その計画の中から何点か質問をさせていただ

きます。 

 ①本市においては、介護予防・日常生活支

援総合事業の開始時期が平成28年10月より開

始するということですが、和歌山県下では一

番早い開始となると思います。なぜ、この時

期からの開始にしたのでしょうか。 

 ②第５期計画におけるアンケート結果で移

送・送迎、外出支援に関するサービスのニー

ズが非常に高くなっていますが、今後、日常

生活支援総合事業においてどのように具体化

をしていくのですか。 

 ③日常生活支援総合事業において、緩和し

た基準によるサービスと住民主体によるサー

ビスとに分けられていますが、現在、本市で

行われている既存の取り組みの位置づけと将

来の展望をお聞かせください。また、生活支

援コーディネーターを配置するということで

すが、具体的にどのような基準で配置をされ

るのですか。 

 ④地域において支援が必要な高齢者が顕在

し、一人で避難できない高齢者や避難を手助

けしてくる人がいない高齢者もいる中、災害

時要救護者名簿の登録者の増加や情報の共有

化を進め、支援体制の充実を図る必要があり

ます。国においては個別計画を立てることが

努力義務となっていますが、本市においては

災害時要援護者支援のために個別計画を早急

に行いますとなっておりますけれども、具体

的にはどのように進めていくのですか。 

 ⑤介護人材の確保と定着化に向けた取り組

みの中で、若年層への介護専門職についての

教育機関への周知・広報活動や講師派遣協力

に努めるとありますが、現状と今後の取り組

みについてお聞かせをください。 

 次に、２項目めの質問は、学校におけるが

ん教育についてです。 

 今や国民病とまで言われているがんは、日

本人の死亡原因の第１位であり、現在では２

人に１人ががんにかかり、３人に１人ががん

で亡くなっています。 

 そのような中、国では平成24年６月に、が

ん対策推進基本計画を改定し、新たにがん教

育を追加しました。また、文部科学省におい

ても学校教育の中でがん教育に取り組む必要

があるとしており、今ではいろいろな自治体
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で子どもたちに対するがん教育が取り組まれ

ております。 

 和歌山県でも、和歌山県がん対策推進条例

を制定し、その中でがんに関する正しい理解

を深めるための教育を行うと明記しておりま

す。 

 このような現状の中、本市におきましても、

子どもたち対するがん教育をぜひとも早急に

取り組んでいただきたいと考えております。 

 子どもの頃から、がんに対する正しい知識

を得ることで、将来望ましい生活習慣を身に

つけ、健康や検診に対する意識も高まり、命

を大切にする心や相手を思いやる心、生きる

力を育むことにもつながっていくことになる

と思います。 

 そこで、学校でのがん教育についてのお考

えと、今後の取り組みについてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 以上、私の壇上からの質問を終わります。

ご答弁よろしくお願いをいたします。 

○議長（中本正人君）18番 土井君の質問項

目１、地域包括支援システムの構築に関する

質問に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（石橋章弘君）登壇〕 

○健康福祉部長（石橋章弘君）一点目の介護

予防・日常生活支援総合事業（以下、総合事

業と読ませていただきます）の開始時期を、

平成28年10月と予定していることについてお

答えします。 

 早期に総合事業を開始することで、第６期

計画の後半に、本事業のサービスに係る検証

と評価を実施し、この結果を第７期計画に盛

り込めるよう、平成28年10月からの開始とし

ました。 

 次に、二点目の第５期計画におけるアンケ

ート結果で、ニーズの高い移送・送迎・外出

支援に関するサービスの総合事業における具

体化についてお答えします。 

 本市において、移送サービスとして、ＮＰ

Ｏ法人などにより福祉有償運送が行われてい

ますが、ボランティアによる送迎のため、運

転者不足、資金不足など多くの問題を抱えて

います。 

 本市では、これまで運転者講習を開始する

など、運転者確保のための支援を行ってきま

した。今後も、福祉有償運送に参画していた

だける事業所の拡充に努めます。 

 また、ふれあいサロンなどの住民主体によ

る通所型サービスへの送迎等についても、総

合事業の多様なサービスとして位置づけるよ

う検討を行っていきます。 

 三点目の総合事業における本市での既存の

取り組みの位置づけと将来の展望についてお

答えします。 

 総合事業における介護予防・生活支援サー

ビスは、訪問型サービスと通所型サービス等

に分かれています。 

 現在、本市で行われている介護保険事業所

以外の既存の取り組みについては、ＮＰＯ法

人による生活支援サービス、ふれあいサロン

やげんきらりー自主運営教室などのような地

域住民の集まる活動があります。これらの一

部は、訪問型サービスや通所型サービスの中

の現行の基準を緩和した基準によるサービス

や住民主体による支援として位置づけられる

と考えます。今後のよりよい介護予防・生活

支援サービス提供のために、本市のさまざま

な社会資源や既存の取り組みについて再度確

認、整理し、今後各法人、団体等に総合事業

に関する情報提供を行うとともに、参入意向

について確認してまいります。 

 将来の展望としては、必要に応じて適切な

支援が利用できる仕組みづくりを行うこと、

また、介護予防や地域づくりの観点から、高

齢者が何らかの支援が必要となっても、地域
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とのつながりが途絶えることなく、住みなれ

た場所で、なじみの近隣と支え合いながら、

生活できる地域力を高めていくことを目指し

ていきたいと考えています。 

 次に、生活支援コーディネーターの配置基

準についてお答えします。 

 国のガイドラインでは、コーディネーター

の担当エリアとしては、第１層の市町村区域、

第２層の中学校区域等があり、各層ごとに地

域の実情に応じて配置するものとされていま

す。それぞれ生活支援の担い手の養成やサー

ビスの開発、関係者のネットワーク構築など

を行うこととなっています。 

 コーディネーターには特定の資格要件は定

められていませんが、市民活動への理解があ

り、多様な理念を持つ地域のサービス提供主

体と連絡調整ができる立場の者であって、地

域の公益的活動の視点、公平中立な視点を有

することが適当とされています。また今後、

県においてもコーディネーター向けの研修も

行われる予定です。 

 現在、このような要件に当てはまり、とも

に高齢者の生活支援や地域づくりに取り組ん

でいただけるようなコーディネーターの人選

を検討しているところです。 

 次に、４点目の災害時要援護者支援のため

の個別計画を具体的にどのように進めていく

のかというご質問にお答えします。本市では

平成27年９月をめどに災害時要援護者避難支

援システムの構築を進めています。このシス

テム導入により、これまで各関係課で管理し

ていた支援者の情報について、情報共有が可

能となります。 

 個別計画については、南名古曽地区及び学

文路地区のご協力をいただき、モデル地区と

して、様式等の詳細について検討する予定で

す。要援護者登録者のうち、個別計画作成の

必要性について洗い出しを行うとともに、地

元説明会を開催し、名簿未登録者への登録勧

奨も合わせて実施していきます。今年度中に、

モデル地区で作成した個別計画などを参考に、

課題等を十分検証した上で、来年度以降、順

次市内各地区で個別計画を進めていきます。 

 五点目の介護専門職についての教育機関へ

の周知・広報活動や講師派遣について、現状

と今後の取り組みをお答えします。 

 今年度開校した伊都中央高校において、在

校生を対象とした介護職員初任者研修が開催

されています。研修にあたっては、地域の施

設職員、市職員も講師として参加するなど、

介護人材の確保・定着化に向け、官民一体と

なって取り組みを行っているところです。 

 今回の取り組みをきっかけに、今後、教育

機関へ周知・広報されることで、学生時代を

送った地域で就職し、地域の活性化に取り組

む若者の増加が期待されます。市としても、

教育以外の関係機関への周知、市広報への掲

載、講師派遣依頼に対する協力など、できる

限りの支援をしていきます。 

○議長（中本正人君）18番 土井君、再質問

ありますか。 

 18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）それでは、１番目、

①から順次、再質問をさせていただきます。 

 まず、１番目の開始時期ですが、本来国の

総合事業の開始時期については、平成29年の

４月までに全ての市町村において開始をする

ようにという通達が来ているわけですが、本

市におきましては、28年の10月より開始とい

うことで、今、ご答弁を聞かせていただきま

したら、いうたら、６期計画の後半の部分で

検証と評価を得た後に、それを受けて７期の

計画をつくっていければ、実質的な計画にな

りやすいというご答弁でございました。まさ

にそのとおりですので、ずるずるといつ始ま

るのかなというよりは、しっかりとこの時期
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から始めるよということでスタートを切って

いただくということに対しては、頑張ってい

ただきたいなと思いますし、昨日の８番議員

のご質問の中にもこのことは入っておりまし

たが、なかなかいろいろな問題点というか、

課題が山積しているのではないかなと思いな

がら、スタートをこの時期にされましたので、

しっかりとスタートに合わせて、予定をずっ

と立てていっていただけたらと思いますので、

よろしくお願いをしたいと思います。本来、

橋本市は、近隣市町村の中でも、地域包括ケ

アシステムというか、地域支援事業において

はトップランナーではないのかなと私も思っ

ておりますので、今の既存の事業をより一層

充実させていただいた中でスタートを切って

いただけたらと思います。１番はそれという

ことで、見守らせていただきますので、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

 ２番でございますが、移送と送迎と外出支

援ということなんですが、きょうも、それか

ら、きのうも、いろいろな議員の質問の中で、

やはり、交通弱者の問題であるとか、介護保

険料が値上がりをしたりとか、いろいろな問

題点がございましたが、それらを聞いており

まして、全てがこの地域包括支援システムの

構築にかかってきているのではないかなとい

うふうに感じました。本市といたしましては、

運転者の講習の開催とか、運転者の確保、そ

れから、事業所の拡充に努めてまいりますと

いうようなご答弁でもございましたけれども、

なかなかそれが今までできていないので、さ

あ、これからどうするかということがこれか

ら問題になるので、もう少し、橋本市として、

移送の問題、送迎の問題、外出支援の問題に

ついて、具体的に制度として、このように取

り組んでいくんですというような、そういう

お考えは今現在、ないのでしょうか。 

 というのが、もう既に、この地域包括支援

システムについては、先進的な自治体ではい

ろいろな形で始められている自治体がござい

ますので、多分、部長もそういうところをお

勉強されておられるのではないかなと思いま

すし、その中で橋本市として、これだったら

できるのではないかなということがございま

したら、それをお手本に、こういう方向性で

やっていくという、もう少し具体的な案があ

るのかなと私も思っておりましたので、その

辺のお答えをいただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）実は、結論か

ら申しまして、具体的な方向等は、まだ、具

体的なものはうちは持ち合わせてございませ

ん。現時点から既存の事業者等に本答弁の中

にもありましたとおり、ヒアリング等を実施

する、あるいは、総合事業の制度等をご説明

する。あるいは、逆にご提案もいただくとい

うようなことで、これから汲み上げていきた

いというふうに考えてございます。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）本当にこれが解決で

きますと、大変、高齢者だけにかかわらず、

交通弱者と呼ばれている方々の問題も解決し

て、もっと健康に、高齢になっても健康にい

きいきとした暮らしができるのではないかな

と思いますので、具体的な案はないのですと

いうことですが、何とかこれを解決していた

だいますように、各いろいろな部署と連携を

とっていただきたいと思います。 

 これを特化して２番に挙げさせていただい

たのは、やはり、いろいろ地域を回らせてい

ただいても、こういう問題で困っていらっし

ゃる方々が非常に多いということがございま

したので、これも次の３番の日常生活支援の

総合事業の中の一つなんですけれども、特化

して捉えさせていただきましたので、また、
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先進地の事例を今後、あと開始までには約１

年と４カ月ありますので、事業所とか、今や

っている方たちだけにお任せするのではなく

て、ぜひとも市のほうがリーダーシップをと

って、研修であるとか、先進地の視察である

とか、そういうシステムづくり、制度づくり

にしっかりと力を注いでいっていただきたい

というふうに思いますが、今、コミュニティ

バスであるとか、オンデマンド交通等の問題

も、先日から、昨日も取り上げられておりま

したが、その辺のところとの部署との連携と

いうのは、今のところはどのようになってい

るんでしょうか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）現時点は、定

期的な連携、連絡等はとってございませんが、

今後、総合事業を考える中で、当然、そうい

うふうな整合性あるいは連携等もとっていか

ねばならないと考えております。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ぜひともよろしくお

願いします。この地域包括支援システムとい

うのは、いつも市長がおっしゃっているかと

思うんですけれども、もうまちづくりの根幹

にかかわることですので、健康福祉部長だけ

が背負っていく問題でもなく、本市の全ての

部署の問題として捉えていただかなくてはな

らない案件でございますので、その辺のとこ

ろ、特に、市民の声が大きいということを念

頭に置いていただいて、しっかりと連携を持

って取り組んでいただきたいと思います。 

 ③に移らせていただきます。 

 日常生活支援の総合事業と生活支援コーデ

ィネーターというところでございますが、生

活支援コーディネーターを置くにあたりまし

て、先ほどは第１層が市町村区域、第２層が

中学校区域というふうにおっしゃいましたが、

本市においては、中学校区域というのは生活

圏域というふうにも書き直されておりまして、

本市におきましては、生活区域、生活圏域を

一つとみなして、地域包括支援センターを一

つだけ置くということになっておりましたの

で、この辺のところは一体何名、生活支援コ

ーディネーターを置いていただけることがで

きるのでしょうか。１人なんでしょうか、２

人なんでしょうか。それとも、生活圏域は一

つとみなして、地域包括支援センターは一つ

だけを設置したけれども、中学校区というふ

うにみなして、中学校区に各１人というふう

に置いていただけるのでしょうか。その辺の

ところ、もし、決まっておりましたら、お話

をいただきたいと思います。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）おっしゃると

おり、現在策定しております橋本市高齢者保

健福祉計画及び介護保険事業計画、これにつ

きましては、橋本市内を一つの区域というふ

うに設定してございます。それを受けまして、

生活支援コーディネーター、国からのガイド

ラインではというふうなご説明もいたしまし

たけれども、実は考え方が二つあって、第１

層、第２層、市全域、それと、中学校区域、

言いかえれば、公民館区域等になるかなとは

思うんですが、まず、現時点、構想として持

っておりますのは、まず、第１層、市全体と

して、これは27年度、本年度をめどに設定し

たいというふうに考えてございます。まず、

そのコーディネーターを設定いたしまして、

地域におけるサービスの担い手の創出、養成、

活動する場の確保など、地域資源の開発を中

心に取り組む役割を期待したいというふうに

考えてございます。 

 それで、次に、第２弾として第２層を設定

していきたいというふうに考えてございまし

て、めどといたしましては、平成29年度をめ

どに設定したいというふうに構想としては思
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ってございます。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ということは、第２

層には、中学校区、今だったら、公民館区と

言われたんかな。公民館区にもちゃんと置い

ていただけるということは、市町村区ですと、

27年度をめどに大体１名ぐらいですか。それ

と、第２層で、29年をめどに、中学校区、公

民館区ぐらいに各１名ぐらいは考えていると

いうご答弁でよろしかったでしょうか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）人数について

はちょっと、この場ではまだ言い切りかねま

せんが、いずれにしましても、例えば、兼任

になるとかそこらあたりも含めて、いわゆる

ガイドラインで言う中学校区には置いていき

たいというふうに考えております。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ぜひとも、生活圏域

を一つとみなしておりましたので、どうなる

のかなというちょっと心配がございましたけ

れども、今のお答えですと、27年で第１層と、

29年でできるだけ中学校区に置きたいという

ことでございますので、この生活支援コーデ

ィネーターが今後、果たす役割というのが、

非常に重要なポイントになってくると思いま

す。ご答弁の中でもおっしゃっておりました

が、地域資源の全てを熟知して、なおかつ、

公平中立性、そしてまた、介護の知識もおあ

りでないと、なかなかコーディネーターをす

ることは難しいと思いますので、大変人選も

厳しいのではないかなと思いますが、ちょっ

とお尋ねしたいんですが、生活支援サービス、

このコーディネーターを置くときに、それぞ

れの中学校区で、研究会というか、その地域

資源、生活支援サービスの充実に関する研究

会を立ち上げて、それぞれの中学校区で、協

議体などを置き、その中でコーディネーター

とその協議体が、そこの中学校区の中の地域

資源であるとか、問題点であるとかを話し合

いをしながら市と連携して進めていくという

ようなシステムを、このたび、とっていけば

いいのではないかなというふうに書いてある

資料もあったんですが、橋本市の場合は、そ

れはどのように進めていかれるおつもりなの

でしょうか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）先ほどもご答

弁させていただいたとおり、まず第１層で置

くというのが第１段階で、それが本年度、平

成27年度をめどにということで、ご答弁をさ

せていただきました。まず、第１層、市全域

において、そういうふうな協議体あるいはそ

ういうふうなコーディネーターとしての役割

りを果たしていただきたいないうふうに考え

てございます。29年度の、今、議員のおただ

しの中は、当然めざすべき姿ではあろうかな

と思いますが、現時点、そこまでちょっとき

っちりとはご答弁を差し上げられないという

状況でございます。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）新しくというか、こ

のたび、ちょっとこれは私、コピーであれな

んですけど、さわやか長寿プラン21ができて、

でき上がりましたので、ざっと読ませていた

だきましたら、とても細かく、アンケート調

査もきっちりしていただいて、問題点もきっ

ちりと列記、挙げていただいていましたので、

今後に期待するところなんですが、具体的な

ことがあまりにもあまり書いてなかったので、

今回も質問をさせていただいたんですが、め

ざすべきところはわかっているんだけれども、

スタートが決まっている28年の10月に向けて、

今からしっかりとせっせと取り組んでいくと

いうことなので、なかなか大変なんではない

かなと思いますが、頑張ってやっていただか
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ないといけませんのでお願いしたいと思いま

すが、先ほどから何回も申し上げていますよ

うに、この地域包括支援システムの構築とい

うのは、行政だけではできないことだと思う

んです。行政は、仕掛け人的な役割、要する

に、テレビ局とかでいうと、プロデュースす

る役割があって、舞台を地域としますと、市

民が主役ですよね。行政がプロデュースして、

いろんな取り組みをつくり出すきっかけを持

っていただかないといけないと思うんです。

10番議員もきょうは、先ほど質問をされてい

ましたけども、そのようなきっかけというの

が10番議員が質問されておられましたような、

そういうきっかけを行政がつくって、それに

市民がのっかっていくというか、動いていこ

うという、そういう気持ちにさせることが行

政の仕事なので、大変難しいことがあると思

いますけれども、その辺はどんなふうに、行

政にやってくださいと私は言っているのでは

なくて、プロデューサー的な役割を一体どこ

の部署が中心になってやられるのでしょうか。

それが地域包括支援センターなんでしょうか。

いきいき長寿課なんでしょうか。その辺は決

まっていますか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）基本的に事務

局というか、中心となって行っていくのが、

地域包括支援センターでございます。地域包

括支援センターが中心となりまして、関係者

等々と連携をとっていくということになりま

す。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）なかなか、これから、

スタートが決まっているのでつくり出してい

くのは大変ですけれども、しっかりと取り組

みをしていただきたいと思いますが、埼玉県

の和光市が、地域包括支援システムの構築に

おいては大分有名で、いろいろと情報が私た

ちにも入ってくるんですけれども、橋本市に

おいては、サロン事業というのが大変、効果

的に運営をされておられますけれども、この

和光市では、ヘルス喫茶サロンというような

取り組みをされているということをお聞かせ

いただいております。出入りが自由で、サロ

ンに行ってお茶を飲みながら、健康チェック

をしたりだとか、そこにいらっしゃる管理栄

養士に、食事の食育的なことの相談をされた

りだとか、それが小学校の空き教室にあるよ

うな形で、そういうのがつくられています。 

 そんな中で、私は、橋本市においては、保

健福祉の拠点である保健福祉センターが、い

きいきルームがありますので、大変大勢の方

が利用されておられまして、あそこは大変い

い場所ができたなと私も感じているんですけ

れども、保健福祉センターにそういうコミュ

ニティカフェ的なものを創設して、きょう、

朝一番の９番議員もおっしゃっておりました、

子育て支援の拠点であるようなネウボラ的な

ことと合体をさせて、ネウボラもできて、な

おかつ高齢者対策の地域包括システムの構築

も図れるような、そういうコミュニティカフ

ェをつくるというような、そういうアイデア

というのは、いかがなものでしょうか。私、

これ、保健福祉センターができる構想段階で、

現市長はそのときは県議で、ここにはいらっ

しゃいませんでしたけれども、前市長とか、

前副市長には、もう何回となく、カフェ的な

ものをつくって、人がどんどん集まって、そ

こでいろんな地域活動ができるような施設を

つくってくださいと再三再四お願いをしてい

たのですが、なかなかそれは実現することが

できませんでしたが、新しい若い感性をお持

ちの市長ですので、こういう保健福祉センタ

ーにいろんな総合的な仕掛けを持っているコ

ミュニティカフェの設置というようなお考え

はいかがなものでしょうか。できたら市長、
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お答えいただけたらと思うんですけど。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）今、コミュニ

ティカフェということでご質問をいただいて

おります。実は、これ、いきいき長寿課が主

に検討を行っておるんですけども、コミュニ

ティカフェについても、非常に強い関心を実

は持っております。コミュニティカフェとい

うのは、議員が質問されましたとおり、いわ

ゆる一つのサロン的な交流の場、高齢者の

方々、さらには地域の方々との交流、あるい

は世代間交流等々も含まれておる概念かと思

います。 

 さらにいえば、コミュニティカフェという

のは一つのコミュニティ、歩いてこれる距離

なのか、中学校区なのかわかりませんが、そ

う一定地域内の中の人的交流、それが地域の

福祉力につながってくるというふうな概念が

あるのかなというふうに理解しております。

先進的な事例等もちょっと勉強しておるんで

すけれども、場所が、市の中心の保健福祉セ

ンターなのかどうかは別にいたしまして、一

番のやっぱり課題というのは、事業者の育成

なり、あるいは事業として成立するのか、そ

こが一番のポイントなのかなというふうに考

えております。 

 本年度につきましては、こういうふうなボ

ランティアの養成研修等も実は開催していき

たいなということで、アプローチの仕方とし

ては、そういう事業者の育成のほうからちょ

っと担当課としては取り組んでいきたいなと

いう予定をしております。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。 

 そうですね。担い手がいないと運営するこ

とができませんので、ぜひともボランティア

を養成していただいて、高齢者の方が働く意

欲というか、社会貢献をする、していって、

人に対して、私がいるからこういうことがで

きるんだという、生きる意欲というか、そう

いうことを持っていただくということも大変

大切なことでございますし、まだまだ高齢者

という呼び方をしますけれども、私たちより

もずっと元気な若々しい方も大勢いらっしゃ

いますので、そういう方たちのためにも、働

く、社会で役立っているんだという、そうい

うふうなお気持ちになっていただけるような

場の提供というのは大変大切だと思いますか

ら、ぜひとも、空いている公共施設もいろい

ろございますし、多分、今、計画の中では空

いている公共施設等の活用の問題については、

ご協議されていることと思いますけれども、

そういうふうなアイデアもひとつお願いをし

たいと思います。 

 それと、次に４番に入りますが、災害時の

要援護者の個別計画ですが、平成27年の９月

をめどに要援護者避難支援システムの構築を

予定しているということで、大変、これはあ

りがたいというか、いいことなんですけれど

も、ちょっと一つお尋ねしたいのが、私、平

成23年の６月に、これは防災の観点のほうで、

被災者支援システムというのがあるんです。

これは、平成21年１月17日に、総務省から、

全国の地方自治体に無料のＣＤ－ＲＯＭが配

られて、被災者支援システムを導入しません

かということで配られていたと思いまして、

それに関連して、橋本市でもこの被災者支援

システムを取り入れてはどうですかという質

問をしたんですが、この被災者支援システム

の中にも、災害時の要援護者の避難支援シス

テムというか、入っていると思うんですが、

それとの連動性というか、リンクできるとい

うことはあるのでしょうか。というのが、橋

本市はこの被災者支援システムを入れないか

ら、災害時の要援護者避難システムを導入す
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ることにしたんやということであれば、また、

それはそれで納得できるんですが、入れるか

どうかは研究しますというご答弁で、私の23

年度の質問は終わっているんですが、その辺

のところをちょっと、健康福祉部長じゃなく

ても、防災の関係もありますので、お答えで

きる方がございましたら、お願いいたします。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）平成23年６月議会

の土井議員の一般質問で、当時の総務部長の

答弁として、「被災者支援システムの導入につ

いて、関係部局と協議し、検討を進めてまい

りたい」とお答えしています。市といたしま

しては、当時から、既に災害時要援護者の登

録とシステム化について優先的に進めてきた

経過がありまして、現在も継続して、その取

り組みを進めているところです。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）取り組みを進めてい

っていただいているのはいいんですが、だか

ら、橋本市で災害が起こらないとは限らない

ので、ちょっと若干、防災のほうになってし

まうんですが、要援護者支援システムを入れ

ましたと、つくりましたと。それと、後々、

被災者支援システムを入れたときに、きっち

りリンクというか、私もちょっと専門用語よ

くわからないんですが、また、入れ直しをす

るというようなことがないのですねというふ

うにお尋ねをしてるんですけれども、どうで

すか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）私のほうから

は、災害被災者支援システムですか、これの

システム内容について詳細には承知しており

ませんけれども、一般的に、この支援システ

ム、災害支援システムというのは、災害が発

生してから、どういう状況があって、どのよ

うな人がおって、それに対してどういう対処

をしていくかというふうなシステムと聞いて

おります。 

 今回、災害時要援護者避難支援システムと

いう重きを置いている軸足は、いわゆる要援

護者名簿をつくりましょう、それと、個別計

画、Ａさん、Ｂさん、Ｃさんの災害時に、そ

の人はどういうふうな状況でいて、どういう

ふうな支援が必要かというふうな個別的な情

報を集めて、それをデータベースというか、

そういう情報を格納していくような作業を支

援するシステム、いわゆる事前のシステムと

いうふうなところで大きくコンセプトは異な

っております。この災害時要支援者避難支援

システム、今、言っているシステムにつきま

しては、この個別計画を早い時期にまず策定

したいというふうな気持ちもございます。予

算の範囲内でできるところからやっていくと

いう現時点、考え方でおりまして、そしたら、

そのデータベース、情報が次の連携ができる

のかどうかというところ、これは電子データ

でございますので、担当者に聞いたところで

はできるということになるとは思います。た

だ、当然予算の問題もありますので、連携等

は、システム上、どこまで連携するのか、ど

んな連携の仕方をするのか的なものは当然、

課題としては残っていきますけれども、そこ

らあたりは、当然、システム連携を視野に入

れながら、当面、事前のそういう準備システ

ムを予算の範囲内でつくっていきたいという

ことでございます。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ぜひともよろしくお

願いします。被災者支援システムの中にも、

地図上で、要援護者がどこにいるのかという

のが、わあっと出てきますので、しっかりと

調べて、これ、ええのあったからこれやるわ、

あれやるわとばらばらやるんじゃなくて、一

つのやっぱり筋というか、そういうなんは大
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事やと思いますので、行き当たりばったりで

やるのではなく、やってないと思いますけれ

ども、それもちゃんと研究して、防災の推進

室とかとも連携をとってやっていただきたい

と思います。もちろん、総務のほうとも連携

をとって、ぜひともやっていってください。

いいことをやっていただきますので、何も私

は文句を言うてるつもりはないんですけれど

も、そこからもっと発展的にやっていかない

といけませんのでよろしくお願いをいたしま

す。 

 ５番目の若年層への取り組みですが、こち

らのほうは、伊都中央高校が大変いい取り組

みをやっていただいておりました。ちょっと

私も見学に行かせていただきましたら、介護

職員の初任者研修が、現在19名の生徒たちが、

７時間目と８時間目になるんですかね、授業

が終わってちょっと疲れているなというとき

であるにもかかわらず、大変熱心な取り組み

をされておられました。これは、橋本市の介

護保険の施設の連絡協議会であるとか、市職

員、主に、いきいき長寿課とか包括の職員が

全面的に講師として登録をしていらっしゃっ

て、全国でも多分、珍しい取り組みではない

かなというふうに考えておりますので、ぜひ

とも、この取り組みは、しっかりと橋本市で

も、全面的に今後とも協力をしていってあげ

ていただきたいと思いますので、よろしくお

願いをいたしたいと思います。 

 時間がないので、１番目の質問はこの程度

で終わらせていただきます。 

 二つ目、よろしくお願いします。 

○議長（中本正人君）次に、質問項目２、学

校におけるがん教育に関する質問に対する答

弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）がんの予防には、健

康的な生活習慣を送ること、また、がんで命

を落とさないためにがん検診を受けて早期発

見することが大切です。 

 ご指摘のとおり、平成24年に改訂された国

のがん対策推進基本計画や同年制定された和

歌山県がん対策推進条例にも、学校における

がん教育の必要性が盛り込まれています。 

 本市でも、小学生のうちから、がんが身近

な病気であることや、がんの予防、早期発見・

検診について関心を持ち、正しい知識を身に

つけ、適切に対処できる力の育成、がんと向

き合う人々と触れ合うことを通じて、自他の

健康と命の大切さに気づき、自己の在り方や

生き方を考え、ともに生きる社会づくりを目

指す態度の育成を目標としたがん教育に、和

歌山県内の他の市町村に先駆け取り組んでま

いります。 

 本年度は、モデル的な実施と位置づけ、南

労会紀和病院と連携し、９月15日西部小学校、

10月24日あやの台小学校で紀和病院医師によ

る特別授業を実施します。特別授業は参観授

業として、保護者の方々にもご参加いただく

予定です。 

 現在、教育委員会担当指導主事も参加して

教材開発を進めています。 

 本年度の特別授業の成果等分析・検討し、

来年度は全小学校で本格実施し、将来的には

中学校での実施も視野に入れて取り組んでい

きたいと考えています。 

○議長（中本正人君）18番 土井君、再質問

ありますか。 

 18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。 

 すばらしいと思います。和歌山県では多分、

初めての取り組みになると思いますので、な

かなか自治体では、県がやりたいと、やって

くださいというふうに各自治体に、各市町村
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にお願いしても、なかなか取り組んでいただ

ける講師の先生というかがいらっしゃらない

という問題があって、取り組んでいくのが難

しいんだということもお聞きしていますが、

幸いにも、そういうふうにやっていただける

という講師の先生もいらっしゃいましたので、

全面的に取り組んでいただきたいと思います。

私は、もう何でも、やっぱり一番じゃないと

あかんと思っていますので、一番になるよう

に、しっかりと頑張っていただきたいと思い

ますが、和歌山県では、市長が多分、県議時

代に、議員提案条例で、がんの推進計画です

か、策定されたと思うんですけれども、これ

は教育委員会だけではなくて、ぜひとも、や

っぱり、将来的に子どもたちにがん教育をす

ることによって、将来的ながん検診の啓発に

もつながると思うので、健康課との協力体制

というのも必要かなと思っているんですけれ

ども、その辺のところは、教育委員会は、健

康課とのタイアップということが一点と、そ

れと、南労会の先生がということでございま

したけれども、伊都医師会との連携というか、

そういう点についてはどのようになっている

のかを、できたらお教えいただきたいと思い

ます。ちょっと時間がないので、二つ一緒に

言ってしまいましたが、よろしくお願いしま

す。 

○議長（中本正人君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）まず、１回目の協議

を３月下旬に行いました。この協議につきま

しては教育委員会、それから、先ほど、紀和

病院のお医者さん、そして健康課も入ってい

ただいたと思っています。６月中旬に本格的

な調整に入ります。当然、健康課も参加して

いただいて、がん教育についての副読本もし

くは小冊子になろうかと思うんですけども、

作成に向かって取り組んでいきたいと思って

います。 

 それと、二点目の伊都医師会の参加という

ことですけども、橋本市内15の小学校がござ

います。当面15の小学校全てに実施する予定

です。そうなりますと、お一人のお医者さん

では大変ご苦労をかけるということで、伊都

医師会も全面的に協力していくというお約束

をいただいておりますので、伊都医師会全面

的な協力のもと、15の小学校で全面実施し、

その後、可能ならば、中学校でもがん教育に

ついて取り組んでいきたいと思っています。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。 

 いろいろ調べましたら、京都府なんかでは、

こういう冊子をつくられていて、群馬県では

小学校６年生にどうしても知ってほしいとい

う、ちょっとコピーであれなんですけれども、

がんのことといって、子どもたちがわかりや

すいような教材もきっちりとつくられており

ます。それから、日本対がん協会では、がん

教育基金というのを設けて、中学生向けのＤ

ＶＤの無償配布であるとか、それから、がん

の出前授業の実施というのもされているとい

うことでございますので、どんどんがん教育

については進めていっていらっしゃる自治体

が大変多くございますので、ぜひとも進めて

いっていただきたいんですが、和歌山県も、

がんの推進条例を、市長、県議時代につくっ

ていただいたんですが、がん教育に対する予

算というのは、県のほうではどのようになっ

ているんかご存じですか。もし、ご存じであ

れば、教えていただきたいんです。 

 和歌山県調べましたら、がんの死亡率が

2011年度の統計で古いんですが、男性も女性

もワースト５の中に入ってるんですよね、和

歌山県ってね。ですので、ぜひとも、教材を

つくったりするのもお金もかかりますし、そ

ういう点で、県がどんどん推奨して、こうい
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うのにお金をかけてくれたら市もやりやすい

んですが、お願いいたします。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）土井議員の質問にお答

えをします。 

 県については、市町村へ出していくお金と

いうのは、検診の推進、例えば、通知を出す

のに切手代を出していくとか、その程度のも

のやったと思います。ただ、学校では、県立

高校ですけども、そういう部分の予算、そし

て、福祉のほうでも予算をつけているという、

市町村まで広げていくという予算はほとんど

なかったかなというふうに思います。 

 橋本市は、逆に、教育委員会の予算が厳し

い中で、健康課の予算を使いながら当初はや

ろうというふうに思っておりまして、一部、

健康診断の集団、個別検診の有料化とかをし

ながら、その得た予算で、収入で、その予算

をつけていくというふうな、スクラップ・ア

ンド・ビルドみたいなやり方でやっていきた

いなというふうに現在、思っています。 

 がん検診のメリット、親子でやるメリット

は、喫煙しているお父さんを、たばこをやめ

させようというようなことで、子どもと一緒

に取り組んでいるようなＣＭも今、流れてい

ますけども、本当に、がん教育を親と子で受

けることによって、がんに対する知識を、子

どもと一緒に共有してもらうという部分では、

非常に大切なことだと思っていますので、こ

れは県には一度、市長会を通じて、再度要望、

何かないかというようなことで、ちょっと正

確には今年度予算、県の予算は見ておりませ

んが、そういう市長会での要望というような

ものも、今後上げていきたいなというふうに

思います。 

 橋本市は先行して来年度から、今年は試験

的にやることになっておりますので、また伊

都医師会の協力を得ながら、また、小学校か

ら始めていく。中学校については、ちょっと、

どういうふうになるかは、まだ教育委員会と

健康課のほうで協議をしてもらう中で決めて

いきたいというふうに思っています。 

○議長（中本正人君）18番 土井君。 

○18番（土井裕美子君）ありがとうございま

した。 

 もう大変すばらしい取り組みであると思い

ますので、検診率を上げるだけでなく、やは

り、子どもたちに命の大切さを教えていただ

くことにもつながりますし、それから、正し

いがんの知識をお教えするということは、が

んというのは、早期に発見したら本当に怖い

ものではないんだよということ、それと、が

ん患者さんへの誤った偏見なんかもあるとい

うふうにも聞いておりますので、そういうよ

うなものも取り除いて、思いやりの心も育て

られるという大変すばらしい教育材料になる

と思いますので、また、ぜひ、橋本市から県

のほうに発信していただいて、市長のお力で、

トップランナーとして、和歌山県を引っ張っ

ていくような形で推進していっていただけた

らと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 これで、私の質問は終わらせていただきま

す。 

○議長（中本正人君）18番 土井君の一般質

問は終わりました。 

 この際、３時50分まで休憩いたします。 

（午後３時35分 休憩） 
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